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資料4-1-1　 インターネットを利 用した犯罪 や セキュリティに関 わる

記事 やニュース､ 話題 の 接触 経験　N=1,606
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資料4-1-3　 インタ ーネット利 用 の際 の セキュリティへ の不安
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98 年 皮 は インター ネットを利 川した 犯 罪 の 二

ユースが さまざ まな メディアを賑 わせ たO 本ilt

の 調介 では 、インターネット犯罪 や セキュリティ

に関 するニュース･ 話 題に 触 れ たことが｢ ある｣

とい う人 が 利 用 者 の96.3 ％ にの ぽる( 資 料4↓

1)。これらのニュ ースや 話 題 は､81.5% が新 聞

から得たと回 答､ テレビ の67.2%､ 雑誌 の45.4%

を 人きく引 き離してい る( 資料4↓2) 。これ はテ

レビに 比べ て新 聞で は比 較的 大 きな 記事として

取りIこげられ たことが 影響 して い ると考 えられ

る。

たとえば 中学3 年 生 が インターネットの 佃人 売

買 情 報 コーナーでテレホンカードや 薬 品 など の

１２２ ◆ インターネット白 書' ９９

インターネット犯罪情報は

81.3% が新聞で入手

資料4-1-2　 インターネットを利 用した 犯罪 やセ キュリティに関 わる
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資料4-1-4　不安や問題､危険を感じる分野　N=1,103
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うその 販 売情 報を流し 、架 空 名 義 の銀 行 囗 座

に代 金 を振り込ませて 約 六 十 人 から計 百 数 十

万 円 をだ まし 取った 事件(98 年5 月に 報道) は 社

会 血のトップで 扱 われ､ 匿 名性と被 害が 広 域に

渡っていることが インターネットの特 質として 解

説され た。また 、劇物 に 指 定されてい るクロロ

ホ ルムを使 って 女性を 乱 饗しようとした 都 内 の

男性 が 逮捕 された事 件 では､ クロロホ ルムの 入

手 先が インターネットであったことが 強 調 されて

いる(99 年1 月 報道) 。

こうし たニュースを||に する機 会 が増 えたこ

とが､｢ 不 安 や 問 題､ 危 険 を感じている｣ 人 が7

割 近く(資 料4↓3) という結米 を生 んでいると 考

えられるが､ 中でも75％以 上 が 不安 や 危険を 感

じ てい るの が｢ ウェプ 上 で の 情 報 の 取り扱 い｣

で ある。人 材 派 遣会 社 のデ ー タ流 川 、ＮＴＴ社

員 による電 話 加 入 者情 報 の売 買 、さらに特 定 の

個 人 の情 報 をインターネットに 公 開して犯 罪を呼

びかけ る事 件など､ インターネットに個 人 情 報が

流 出 す る'μ件 が 頻 発してい るO 加 えて 通 信 傍

受 法 にもプライバ シー 侵害 を懸 念する声 が 聞か

れ、インターネット時 代 の 大きな課 題 として 個人

情 報 保 護 が クロ ーズアップ されてきた。

(編集部)



有害情報の接触率は67.4%

資料4-1 -5　有害情報接触状況　N=1,606
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資料4-1-6　被害状況　N=1,606
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資料4-1 -7　有害情報への対処方法　N=1,606
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マ スメディアでは インターネット犯 罪 のニュ ー

スが 多く取りllげ られ るようになった が 、実 際

の インター ネット 利 川 矜は現 状 をどう感じ てい

るのだろうか。

インターネットで 有 仲情 報を目| にしたことが

ある｣と1111答してい る人は67.4% と、前ペ ー ジの

資 料4↓3 で｢ 危険 や 不 安を 感じてい る｣ と1111答

した 人の 比 率と 近い 値に なってい る。その 内

容 は､｢ わい せ つ 物｣ が53.3% と 圧 倒 的 に多 い

( 資料4↓5) 。｢ね ず み､溝｣｢ 誹 謗 、中 傷 、デマ｣

｢コンピュ ータウィルス｣ も25 ％ 前 後 が|| にし た

ことが あるという。

しかし 、実 際の 被 害 につ いて は｢ 遭っ たこと
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資料4-1 -8　法的規制のあり方について　N=1,606
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解 説

は ない｣ が8 割 近くとなって いる( 資 料4↓6) 。

たとえば｢ ね ず み 講｣ は25.6% の 人が|| にした

ことが あるが､ 被 害に 遭ってい るの は3.1％ で、

マ スメデ ィアで 人きく報道されて いる 詐 欺や ね

ず み 講 の 被 害 は 意 外 に 少 ない とい う結 米に

なっ た。･ 方｢ コンピュ ータウィル ス｣ の 被占 に

遭 った 人 は1 割 もおり、インター ネット利 川 者に

とってウィル ス対策 が必 須となってきたとい える

だろう。

インターネットの 有害情=報や犯 罪に つい ては、

行 政 側 でもいろい ろな対 策 が 講じられるように

なってきた。 有料で ポ ルノ映 像 を 見せ る業 者に

川 け 出 義 務 を追 わせ た改I 】ﾐ風営 法 は、99 年4

月 から施 行 されてい る。また 、他 人 の パスワー

ド など を使 って ネットワ ークに つ な がっ たコン

ピュ ータに俊 人す ると犯 罪 となる 不||モアクセ ス

法 案 も成41 の 見 込 みであ るO

資 料4↓7 の 対処 方法 では｢ 法 的 規 制｣ がトッ

プ 、続 い て｢ プ ロ バ イダ ーによる|″|主 規制｣ と、

行 政 側や プ ロバ イダ ー側 で の 対応 を望 む声 が

｢ コンテンツ( 製作 者) の 自主 規 制｣(13.9%) を11

1111つて いる。何 らか の 形 で 規 制 の 必 要 性を 感

じ ているユ ー ザ ーは 多くなっている。

(編集部)
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